
平成 20年 11月 7日 
各  位 

株式会社  埼玉りそな銀行 
 

「地域密着型金融の推進に関する方針」の見直しについて 
 
  りそなグループの埼玉りそな銀行（社長  川田 憲治）は、中期経営計画の見直しを踏ま
え、平成 19 年 12 月に策定した「地域密着型金融の推進に関する方針」の一部見直しを実
施しましたのでお知らせします。 
 
  今後も当社では「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指
し、引続き地域密着型金融を恒久的な取組みとして積極的に推進し、地域経済社会の発展

に貢献してまいります。 
 
  資料については、次頁以降をご覧下さい。 
 
○「地域密着型金融の推進に関する方針」（平成 20年 11月） 

 
以上 
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◆ 地域密着型金融とは、金融機関が地域の皆さまとの長期的な取引関係により得られた情報をもとに、質の高い対面交渉等を

通じて、早い時点で経営改善に取り組むとともに、中小企業金融における貸出機能等を強化することにより、金融機関自身

の収益向上を図ることを本質とするものです。

1.地域密着型金融とは1.地域密着型金融とは

ⅠⅠ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の策定・公表にあたって「地域密着型金融の推進に関する方針」の策定・公表にあたって
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2.「地域密着型金融の推進に関する方針」の位置づけおよび見直し2.「地域密着型金融の推進に関する方針」の位置づけおよび見直し

◆ 当社は、平成15年3月開業以来、「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す銀行像に掲げ、

地域・お客さまのﾆｰｽﾞにあった高品質な金融ｻｰﾋﾞｽの提供に努めるとともに、貸出等の金融機能を通じて地域経済社会の発展

・活性化に貢献し、地域の皆さまと共存共栄することが地域金融機関としての基本的使命との認識のもと、地域密着型金融

を積極的に推進してきました。

※当社のこれまでの取組み・成果等につきましては、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「地域密着型金融への取組み」掲載の『ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画』（平成15年～

16年度）、『地域密着型金融推進計画』（平成17年～18年度）をご参照願います。

◆ その後、平成18年11月に、地域密着型金融に恒久的に取り組むべく、継続推進・一層の機能強化等を織り込んだ中期経営計

画（平成18年度～21年度）を策定・公表、平成19年12月には、同経営計画における、当社の地域密着型金融推進の方針や具

体的な取り組み等を改めて明確化、更なる推進強化を図るため、「地域密着型金融の推進に関する方針」を策定・公表しま

した。

※平成19年度における進捗状況につきましては、後述参考1『「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成19年度）』、および当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

「地域密着型金融への取組み」掲載の『地域密着型金融の推進に関する方針』をご参照願います。

◆ 今般、「“真”のﾘﾃｰﾙﾊﾞﾝｸの確立」を目指すりそなｸﾞﾙｰﾌﾟの「経営の健全化のための計画」の策定・公表にあたり、当社に

おいても計画期間を平成20年度～23年度とする中期経営計画の見直しを実施しました。新たな中期経営計画においても当社
の地域密着型金融推進にかかる取組み姿勢は何ら変わるものではありませんが、同計画の見直し後の内容等を反映させ、改

めて「地域密着型金融の推進に関する方針」を見直し、公表いたします。



ⅠⅠ..「地域密着型金融の推進に関する方針」策定・公表にあたって「地域密着型金融の推進に関する方針」策定・公表にあたって

3.「地域密着型金融の推進に関する方針」の基本コンセプト3.「地域密着型金融の推進に関する方針」の基本コンセプト
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◆ 本方針は、推進期間を平成20年～23年度として、従来と同様、以下の3つの取組みを柱に、更なる地域密着型金融機能の強
化・具体的な成果の積上げおよび開示・公表等を通じて、地域密着型金融推進に継続的かつ恒久的に取り組み、より地域・

お客さま・当社の価値向上に努めるとともに、地域経済社会への一層の貢献を目指すものです。

1. ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化

2. 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

3. 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

4.推進・公表体制4.推進・公表体制

(1). 推進体制(1). 推進体制

(2). 公表体制(2). 公表体制

◆ 当社では、各取組み毎に推進責任部署を定め、具体的な各種取組み施策については各推進責任部署の業務施策等に織り込み

経営の管理・監督のもと進捗状況や成果・実績を管理し、全社的な取組みとして地域密着型金融を推進しております。

◆ 本方針については、その進捗状況、成果・実績等を１年毎にとりまとめ、再ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援に資する取組み等とあわせて公表

してまいります。公表にあたっては、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ誌への掲載等さまざまな機会を通じて、詳細かつ分か

りやすい情報開示に努めてまいります。



ⅡⅡ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み
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1.概要1.概要

(1)  ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化

◇創業（含む第二創業）・新事業に対する支援強

化

◇産学官連携への対応強化

◇事業承継支援への取組み強化

◇経営改善支援・事業再生支援への取組み強化

◇多様な人材を活用した木目細かな取引先企業へ

への支援

(1)  ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化

◇創業（含む第二創業）・新事業に対する支援強

化

◇産学官連携への対応強化

◇事業承継支援への取組み強化

◇経営改善支援・事業再生支援への取組み強化

◇多様な人材を活用した木目細かな取引先企業へ

への支援

(2) 事業価値を見極める融資手法をはじめ
中小企業に適した資金供給手法の徹底

◇個人保証・不動産担保に過度に依存しな

い融資への取組み強化

◇会計参与制度の活用や「中小企業の会計

に関する指針」の普及へ向けた取組み

◇専門機関等との連携による融資手法多様

化への取組み

◇目利き機能の更なる向上

(2) 事業価値を見極める融資手法をはじめ
中小企業に適した資金供給手法の徹底

◇個人保証・不動産担保に過度に依存しな

い融資への取組み強化

◇会計参与制度の活用や「中小企業の会計

に関する指針」の普及へ向けた取組み

◇専門機関等との連携による融資手法多様

化への取組み

◇目利き機能の更なる向上

地域密着型金融の推進に関する方針（平成20年～23年度）地域密着型金融の推進に関する方針（平成20年～23年度）

2.目標指標（平成23年度）2.目標指標（平成23年度）

◇実勢業務純益 900億円

当期利益 450億円

◇実勢業務純益 900億円

当期利益 450億円

(3) 地域の情報集積を活用した
持続可能な地域経済への貢献

◇地域経済活性化に向けた、地公体や経済

諸団体、地元企業等との連携強化

◇地域を担う若い世代や、高齢者への金融

知識の普及に向けた取組み強化

◇地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の

推進

(3) 地域の情報集積を活用した
持続可能な地域経済への貢献

◇地域経済活性化に向けた、地公体や経済

諸団体、地元企業等との連携強化

◇地域を担う若い世代や、高齢者への金融

知識の普及に向けた取組み強化

◇地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の

推進

◇不良債権比率 1.6％◇不良債権比率 1.6％

◇創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向けﾌｧﾝﾄﾞ活用先 年間25先以上◇創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向けﾌｧﾝﾄﾞ活用先 年間25先以上

◇経営改善計画策定支援先 年間30先以上◇経営改善計画策定支援先 年間30先以上
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ⅡⅡ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み

3.具体的取組み3.具体的取組み
(1). ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化(1). ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化

創業（含む第二創業）・新事業支援に対する支援

強化

創業（含む第二創業）・新事業支援に対する支援

強化
「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」・「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」等、創業（含む第二
創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの推進

「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」・「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」等、創業（含む第二
創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの推進

産学官連携への対応強化産学官連携への対応強化 地元大学との提携等による、産学官連携ﾆｰｽﾞのある県内中小企業等との引き
合わせの推進

地元大学との提携等による、産学官連携ﾆｰｽﾞのある県内中小企業等との引き
合わせの推進

事業承継支援への取組み強化事業承継支援への取組み強化
自社株評価等のご提案の展開、お客さま向け事業承継ｾﾐﾅｰの開催、社員のｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ能力向上に向けた研修の実施等、お取引先企業の事業承継ﾆｰｽﾞに対す
る対応力の強化

自社株評価等のご提案の展開、お客さま向け事業承継ｾﾐﾅｰの開催、社員のｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ能力向上に向けた研修の実施等、お取引先企業の事業承継ﾆｰｽﾞに対す
る対応力の強化

経営改善支援・事業再生支援への取組み強化経営改善支援・事業再生支援への取組み強化

改善計画策定提案の実施等、お客さま（未取引先も含む）とのﾘﾚｰｼｮﾝを重視
した経営改善支援への取組み強化

改善計画策定提案の実施等、お客さま（未取引先も含む）とのﾘﾚｰｼｮﾝを重視
した経営改善支援への取組み強化

多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業への

支援

多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業への

支援
団塊世代の退職者（金融機関ＯＢ等）の能力を活用した中小企業向け融資の
推進等の取組み実施

団塊世代の退職者（金融機関ＯＢ等）の能力を活用した中小企業向け融資の
推進等の取組み実施

再生ﾌｧﾝﾄﾞの活用等、各種事業再生手法のﾉｳﾊｳ蓄積と積極活用再生ﾌｧﾝﾄﾞの活用等、各種事業再生手法のﾉｳﾊｳ蓄積と積極活用

営業斡旋への積極取組み等、情報機能を活用した支援の強化営業斡旋への積極取組み等、情報機能を活用した支援の強化
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ⅡⅡ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み

3.具体的取組み3.具体的取組み
(2). 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底(2). 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資へ

の取組み強化

個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資へ

の取組み強化

会計参与制度の活用や「中小企業の会計に関する

指針」の普及へ向けた取組み

会計参与制度の活用や「中小企業の会計に関する

指針」の普及へ向けた取組み

ｼﾝｼﾞｹｰﾄ･ﾛｰﾝの推進等、中小企業の資金調達手段の円滑化・多様化への対応
力強化

ｼﾝｼﾞｹｰﾄ･ﾛｰﾝの推進等、中小企業の資金調達手段の円滑化・多様化への対応
力強化

動産担保を活用した融資強化、新たな融資ｽｷｰﾑの検討動産担保を活用した融資強化、新たな融資ｽｷｰﾑの検討

目利き機能の向上目利き機能の向上

「会計参与導入ﾛｰﾝ」の有効活用および「中小企業の会計に関する指針の適
用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用した信用保証協会付融資の利用促進

「会計参与導入ﾛｰﾝ」の有効活用および「中小企業の会計に関する指針の適
用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用した信用保証協会付融資の利用促進

「目利き研修」の実施等による、企業の将来性・技術力等を的確に評価でき
る目利き人材の更なる育成強化

「目利き研修」の実施等による、企業の将来性・技術力等を的確に評価でき
る目利き人材の更なる育成強化

専門機関等との連携による融資手法多様化への取

組み

専門機関等との連携による融資手法多様化への取

組み
税理士会等の専門機関と連携した融資商品等の取扱いの推進税理士会等の専門機関と連携した融資商品等の取扱いの推進
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ⅡⅡ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み

3.具体的取組み3.具体的取組み
(3). 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(3). 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸団体、

地元企業等との連携強化

地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸団体、

地元企業等との連携強化

ﾘﾚｰｼｮﾝ強化による情報収集力の向上と、情報の有効活用による地域経済活性
化への貢献

ﾘﾚｰｼｮﾝ強化による情報収集力の向上と、情報の有効活用による地域経済活性
化への貢献

地公体等の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟしたﾛｰﾝ商品提供等の実施地公体等の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟしたﾛｰﾝ商品提供等の実施

地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識の普

及に向けた取組み強化

地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識の普

及に向けた取組み強化

地域の若い世代に金融・経済知識や銀行の役割を正しく身に付けていただく
ことを狙いとした、「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」の開催

地域の若い世代に金融・経済知識や銀行の役割を正しく身に付けていただく
ことを狙いとした、「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」の開催

地域開発案件等への積極的取組みと、案件手法の多様化に対するｿﾘｭｰｼｮﾝ機
能提供等、対応力の強化

地域開発案件等への積極的取組みと、案件手法の多様化に対するｿﾘｭｰｼｮﾝ機
能提供等、対応力の強化

地公体業務民間委託の実施を踏まえた地公体からのﾆｰｽﾞ吸収や業者紹介等の
取組み強化

地公体業務民間委託の実施を踏まえた地公体からのﾆｰｽﾞ吸収や業者紹介等の
取組み強化

地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の推進地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の推進 「埼玉りそなVOC」に寄せられた地域のお客さまの声に基づく、各種ｻｰﾋﾞｽ
向上策の実施

「埼玉りそなVOC」に寄せられた地域のお客さまの声に基づく、各種ｻｰﾋﾞｽ
向上策の実施

地域への金融知識の普及を目的とした資産運用等各種ｾﾐﾅｰの実施地域への金融知識の普及を目的とした資産運用等各種ｾﾐﾅｰの実施

年金受給世代の公的年金制度に関する知識の普及を図るため、年金相談会等
の積極開催

年金受給世代の公的年金制度に関する知識の普及を図るため、年金相談会等
の積極開催
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◇創業（含む第二創業）・新事業支援に対する

支援強化

・創業（第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの

推進を通じ、地域の創業段階にある企業のﾆｰ

ｽﾞに積極的に対応

①「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」 （19件、314百万円）

うち投資5件（82百万円）、融資14件（232百万

円）

②「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」（6件、342百万円）

◇産学官連携への対応強化

・産学連携ﾆｰｽﾞのある企業に対し、提携大学との

引き合わせを積極的に実施（19年度実績：21件）

・新たに2大学（西武文理大学、埼玉医科大学）と

産学連携協力に関する覚書を締結し、一層の産

学官連携体制の整備・拡充を実施

・埼玉大学が実施する産学連携による共同研究

支援事業「埼玉大学地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業」に対し

資金面での支援策として、新たなﾌｧﾝﾄﾞの組成

について合意

◇多様な人材を活用したきめ細かな取引先企
業への支援

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに、中小企業金融推進を専門

に担う融資ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを85名配置（20年3月末）

・同ｾﾝﾀ‐での融資取扱実績 ：3,459件、322億円

・製造業ＯＢによる技術評価等の支援を、19年度

も引き続き実施

◇創業（含む第二創業）・新事業支援に対する

支援強化

・創業（第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの

推進を通じ、地域の創業段階にある企業のﾆｰ

ｽﾞに積極的に対応

①「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」 （19件、314百万円）

うち投資5件（82百万円）、融資14件（232百万

円）

②「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」（6件、342百万円）

◇産学官連携への対応強化

・産学連携ﾆｰｽﾞのある企業に対し、提携大学との

引き合わせを積極的に実施（19年度実績：21件）

・新たに2大学（西武文理大学、埼玉医科大学）と

産学連携協力に関する覚書を締結し、一層の産

学官連携体制の整備・拡充を実施

・埼玉大学が実施する産学連携による共同研究

支援事業「埼玉大学地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業」に対し

資金面での支援策として、新たなﾌｧﾝﾄﾞの組成

について合意

◇多様な人材を活用したきめ細かな取引先企
業への支援

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに、中小企業金融推進を専門

に担う融資ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを85名配置（20年3月末）

・同ｾﾝﾀ‐での融資取扱実績 ：3,459件、322億円

・製造業ＯＢによる技術評価等の支援を、19年度

も引き続き実施

◇経営改善支援への取組み強化

・取引先への訪問活動や営業店との情報交換等

により、取引先の経営・財務状況の把握に努め、

個別に対応方針を決定。改善余地があるとした

取引先について、改善策の策定を支援（当社独

自の計画、中小企業再生協議会への持込、ｺﾝｻ

ﾙﾃｨﾝｸﾞの紹介等）するとともに、策定済の取引先

に対しては、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、適宜助言等を実施

①改善計画策定支援：59先
②経営改善取組み率：21.2％（経営改善支援取
組み先330先/期初債務者数1,556先）

③再生計画策定率：3.6％（再生計画策定完了
先12先/経営改善支援取組み先330先）
④ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率：17.3％（ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先57先/経営改善
支援取組み先330先）

◇事業再生支援への取組み強化

・事業再生の可能性や地元経済への影響度等を

踏まえ、当社未取引先も含めて再生支援先を選

定、各種の再生手法を検討・活用し事業再生を

図った結果、14案件について再生手続きを完了
するとともに、事業再生ﾉｳﾊｳの蓄積・高度化を

実施

Ｍ＆Ａ：2件、再生ﾌｧﾝﾄﾞ活用：2件、出資：2件、

ＥＸＩＴﾌｧｲﾅﾝｽ・再生新規融資：8件、集合動産

担保融資：1件、ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生：1件

◇経営改善支援への取組み強化

・取引先への訪問活動や営業店との情報交換等

により、取引先の経営・財務状況の把握に努め、

個別に対応方針を決定。改善余地があるとした

取引先について、改善策の策定を支援（当社独

自の計画、中小企業再生協議会への持込、ｺﾝｻ

ﾙﾃｨﾝｸﾞの紹介等）するとともに、策定済の取引先

に対しては、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、適宜助言等を実施

①改善計画策定支援：59先
②経営改善取組み率：21.2％（経営改善支援取
組み先330先/期初債務者数1,556先）

③再生計画策定率：3.6％（再生計画策定完了
先12先/経営改善支援取組み先330先）

④ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率：17.3％（ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先57先/経営改善
支援取組み先330先）

◇事業再生支援への取組み強化

・事業再生の可能性や地元経済への影響度等を

踏まえ、当社未取引先も含めて再生支援先を選

定、各種の再生手法を検討・活用し事業再生を

図った結果、14案件について再生手続きを完了
するとともに、事業再生ﾉｳﾊｳの蓄積・高度化を

実施

Ｍ＆Ａ：2件、再生ﾌｧﾝﾄﾞ活用：2件、出資：2件、

ＥＸＩＴﾌｧｲﾅﾝｽ・再生新規融資：8件、集合動産

担保融資：1件、ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生：1件

・経営改善支援・事業再生支援の一環として営

業情報等の提供を実施

営業斡旋、経営改善・事業再生に資する情報提

供：43先

◇事業承継支援への取組み強化

・19年度においては、自社株評価等を中心に

1,224件の事業承継関連の提案を実施。提案

を実施した企業ｵｰﾅｰに対しては、本部・営業

店一体となってﾌｫﾛｰし、より掘り下げた提案、

事業承継にかかわる当社機能の提案を実施

・事業承継ｾﾐﾅｰを、埼玉県中小企業振興公社及

びりそな総合研究所と共催（参加者：約120名）

・社内研修や休日勉強会の実施により、社員の

提案力や意識向上を図り、提案件数も増加

・経営改善支援・事業再生支援の一環として営

業情報等の提供を実施

営業斡旋、経営改善・事業再生に資する情報提

供：43先

◇事業承継支援への取組み強化

・19年度においては、自社株評価等を中心に

1,224件の事業承継関連の提案を実施。提案

を実施した企業ｵｰﾅｰに対しては、本部・営業

店一体となってﾌｫﾛｰし、より掘り下げた提案、

事業承継にかかわる当社機能の提案を実施

・事業承継ｾﾐﾅｰを、埼玉県中小企業振興公社及

びりそな総合研究所と共催（参加者：約120名）

・社内研修や休日勉強会の実施により、社員の

提案力や意識向上を図り、提案件数も増加

参考１参考１. . 「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成1919年度）年度）
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◇個人保証・不動産担保に過度に依存しない

融資への取組み強化

・ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの提携による事業用車両担保ﾛｰ

ﾝの取扱を開始（5件、38百万円）

・埼玉県信用保証協会保証付「流動資産担保融資

保証制度」（ABL保証）を活用した融資の取扱開

始

①棚卸資産担保：2件、280百万円

②売掛債券担保：89件、3,004百万円

・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債の推進

①ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ：27件、208億円

②私募債：64件、103億円

◇個人保証・不動産担保に過度に依存しない

融資への取組み強化

・ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの提携による事業用車両担保ﾛｰ

ﾝの取扱を開始（5件、38百万円）

・埼玉県信用保証協会保証付「流動資産担保融資

保証制度」（ABL保証）を活用した融資の取扱開

始

①棚卸資産担保：2件、280百万円

②売掛債券担保：89件、3,004百万円

・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債の推進

①ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ：27件、208億円

②私募債：64件、103億円

◇会計参与制度の活用や「中小企業の会計に

関する指針」の普及へ向けた取組み

・「中小企業の会計に関する指針の適用に関する

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用した信用保証協会付融資の推進

①中小企業応援貸付：126件、40億円

②ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ保証ﾌｧﾝﾄﾞ：84件、32億円

③ｱｼｽﾄ保証：4件、80百万円

・会計参与制度の浸透を踏まえ、「会計参与導入

ﾛｰﾝ」の利用促進に向け、適用金利等商品内容

の見直しを実施

◇専門機関との連携による融資手法多様化へ

の取組み

・TKC会員税理士の関与先向け融資商品「TKC経

営者NETﾛｰﾝ」の取扱を開始（2件、60百万円）

◇会計参与制度の活用や「中小企業の会計に

関する指針」の普及へ向けた取組み

・「中小企業の会計に関する指針の適用に関する

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用した信用保証協会付融資の推進

①中小企業応援貸付：126件、40億円

②ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ保証ﾌｧﾝﾄﾞ：84件、32億円

③ｱｼｽﾄ保証：4件、80百万円

・会計参与制度の浸透を踏まえ、「会計参与導入

ﾛｰﾝ」の利用促進に向け、適用金利等商品内容

の見直しを実施

◇専門機関との連携による融資手法多様化へ

の取組み

・TKC会員税理士の関与先向け融資商品「TKC経

営者NETﾛｰﾝ」の取扱を開始（2件、60百万円）

◇目利き機能の向上

・支店長及び次席者等を対象に、20年1月「目利き

研修」を実施（参加者36名）

・「目利き研修」の参加者は累計391名となり、全店

（102ヶ店）に受講者を1名以上配置できる体制を整

備

・渉外ﾏﾈｰｼﾞｬｰ19名に対し、目利き能力向上に向け

た研修を実施し、目利き人材の裾野拡大を実施

・製造業OB人材による営業店担当者との工場訪問

等によりOJTを実施し、営業店担当者の目利き能

力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを実施（19年度 29回 、累計177回）

◇目利き機能の向上

・支店長及び次席者等を対象に、20年1月「目利き

研修」を実施（参加者36名）

・「目利き研修」の参加者は累計391名となり、全店

（102ヶ店）に受講者を1名以上配置できる体制を整

備

・渉外ﾏﾈｰｼﾞｬｰ19名に対し、目利き能力向上に向け

た研修を実施し、目利き人材の裾野拡大を実施

・製造業OB人材による営業店担当者との工場訪問

等によりOJTを実施し、営業店担当者の目利き能

力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを実施（19年度 29回 、累計177回）
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◇地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸

団体、地元企業等との連携強化

・地公体、経済諸団体等との一層のﾘﾚｰｼｮﾝ強化に

向け全社的な訪問活動等の施策を展開し、積極的

に情報収集・提供活動を実施。特に、地公体の全

部署訪問等を通じ、ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽの導入やｺﾝ

ﾋﾞﾆ収納等の収納ﾁｬﾈﾙ拡大などﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽや

地域利用者の利便性向上につながる取組みを実現

・地域開発案件等への取組み強化

①市街地再開発事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：4件、31億円

②土地区画整理事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：6件、14億円

③PFI事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：2件、27億円

・地公体業務民間委託に関するﾆｰｽﾞ吸収の結果、

滞納税回収業務のｻｰﾋﾞｻｰ紹介による導入開始

◇地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸

団体、地元企業等との連携強化

・地公体、経済諸団体等との一層のﾘﾚｰｼｮﾝ強化に

向け全社的な訪問活動等の施策を展開し、積極的

に情報収集・提供活動を実施。特に、地公体の全

部署訪問等を通じ、ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽの導入やｺﾝ

ﾋﾞﾆ収納等の収納ﾁｬﾈﾙ拡大などﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽや

地域利用者の利便性向上につながる取組みを実現

・地域開発案件等への取組み強化

①市街地再開発事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：4件、31億円

②土地区画整理事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：6件、14億円

③PFI事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：2件、27億円

・地公体業務民間委託に関するﾆｰｽﾞ吸収の結果、

滞納税回収業務のｻｰﾋﾞｻｰ紹介による導入開始

・県の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟした、住宅ﾛｰﾝ商品

取扱を開始

①「『埼玉の家』耐震・安心ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ」

②「埼玉の家 家族のきずな応援！！住宅ﾛｰﾝ」

◇地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識

普及に向けた取組み強化

・「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」を県内4会場で開催（参

加児童：83名）

・埼玉大学へ寄附講義を開設（20年4月より開講）

・県内6大学から計10名のｲﾝﾀｰﾝ生を受入

・資金運用等各種ｾﾐﾅｰの開催：年間491回、参加者

25,550名

・年金相談会・公的年金セミナｰの開催：年間417回、

参加者3,530名

・県の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟした、住宅ﾛｰﾝ商品

取扱を開始

①「『埼玉の家』耐震・安心ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ」

②「埼玉の家 家族のきずな応援！！住宅ﾛｰﾝ」

◇地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識

普及に向けた取組み強化

・「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」を県内4会場で開催（参

加児童：83名）

・埼玉大学へ寄附講義を開設（20年4月より開講）

・県内6大学から計10名のｲﾝﾀｰﾝ生を受入

・資金運用等各種ｾﾐﾅｰの開催：年間491回、参加者

25,550名

・年金相談会・公的年金セミナｰの開催：年間417回、

参加者3,530名

◇地域のお客さまの声に基づくサービス改革の

推進

・VOC活動の定着化により、19年度に寄せられた「お

客さまの声」は1,657件、従業員からの改善提案等

「従業員の声」は454件となり、それぞれ18年度の2

倍と4倍に増加

・VOC活動により寄せられた声に対し、対応を実施

したものは496件となっており、具体的な商品・ｻｰ

ﾋﾞｽの改善を実施

・客観的かつ多角的に当社のｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙを評価し、

職場単位でも自立的に改善活動を活発化させる

ため、外部評価機関による評価、各店別のｻｰﾋﾞｽ

分析を実施

◇地域のお客さまの声に基づくサービス改革の

推進

・VOC活動の定着化により、19年度に寄せられた「お

客さまの声」は1,657件、従業員からの改善提案等

「従業員の声」は454件となり、それぞれ18年度の2

倍と4倍に増加

・VOC活動により寄せられた声に対し、対応を実施

したものは496件となっており、具体的な商品・ｻｰ

ﾋﾞｽの改善を実施

・客観的かつ多角的に当社のｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙを評価し、

職場単位でも自立的に改善活動を活発化させる

ため、外部評価機関による評価、各店別のｻｰﾋﾞｽ

分析を実施

参考１参考１. . 「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成1919年度）年度）
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PFIPFI
Private Finance Initiativeの略。従来、公共部門が実施していた社会資本整備などの公共ｻｰﾋﾞｽを、事業の効率化
と公共事業費の削減等を目的に、民間部門の資金を導入し、民間事業者を中心に実施する方法です。

※ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順、50音順となっております。

ABLABL
Asset Based Lending の略。集合動産担保融資のことで、企業が保有する在庫や売掛債権を担保に、資金調達する
方法をいいます。

会計参与制度会計参与制度

再生ﾌｧﾝﾄﾞ再生ﾌｧﾝﾄﾞ

平成18年5月の新会社法施行により導入された制度であり、中小会社の決算書における計算の適正性確保を目的とし
ています。会計参与は、株式会社の役員として取締役等と共同して計算書類等を作成する職務を遂行することとさ
れています。

過剰債務に陥った企業の建て直しを目的として、投資家から集めた資金を再生企業に投資するﾌｧﾝﾄﾞのことです。

EXITﾌｧｲﾅﾝｽEXITﾌｧｲﾅﾝｽ
「出口金融」ともいい、一般的には、民事再生法や会社更生法の手続きに入った企業が、法的再生手続を早期に終
結する目的で、全ての債務を一括返済するために受ける融資のことです。

M&AM&A
Mergers ＆ Acquisitionsの略。企業の合併や買収のことで、事業の拡大や再編、ｺｽﾄ削減等を目的とした経営戦略
の一つです。

金融機関の本業での収益を表す業務純益から、一般貸倒引当金繰入額を除いたもので、基本的な収益力を表す指標

のことです。実勢業務純益実勢業務純益

埼玉りそなVOC埼玉りそなVOC VOCはお客さまの声（Voice Of Customer）の略。お客さまの声を、商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等のｻｰﾋﾞｽ改革に反映させる
当社の仕組みのことです。
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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ
企業の信用力や担保価値に依存せず、特定の事業（ﾌﾟﾛｼﾞｭｴｸﾄ）の事業性そのものを審査・評価し、融資した元利金
の返済原資をﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営から生み出されるｷｬｯｼｭﾌﾛｰに限定する融資形態のことです。

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ

目利き人材目利き人材
経営者（企業）の資質、技術力、販売力等から見た企業の将来性等を的確に判断し、または事業再生等に関する専
門能力を有する人材のことです。

税金・公共料金等の収納機関と金融機関をﾈｯﾄﾜｰｸで結ぶことにより、各種払込みの手続きを電子化する仕組みです。
①収納ｻｰﾋﾞｽ、②口座振替受付ｻｰﾋﾞｽ、③口座振替ﾃﾞｰﾀ伝送ｻｰﾋﾞｽ、④請求情報通知ｻｰﾋﾞｽの4種類のｻｰﾋﾞｽがあります。

ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 複数の金融機関が同じ企業に同一の条件で共同で実施する融資のことです。

中小企業の会計
に関する指針

中小企業の会計
に関する指針

日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所・企業会計基準委員会より公表された、中小企業が計
算書類を作成するにあたり拠るところが望ましい会計処理を示した指針のことです。

あらかじめ再生企業と主たる債権者及びｽﾎﾟﾝｻｰが合意し、民事再生手続きの申立て前に条件や役割分担を取り決め
た上で、民事再生の申立て及び開始決定後、直ちに他の債権者や関係者と調整を行い、企業再生を行っていく方法
のことです。

ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型
民事再生

ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型
民事再生

中小企業再生
協議会

中小企業再生
協議会

産業活力再生特別措置法に基づき経済産業省が主体となって各都道府県に設置され、中小企業の再生に向けた各種
相談や金融面での調整等を行っております。

ﾗﾝｸｱｯﾌﾟﾗﾝｸｱｯﾌﾟ
自己査定における貸出先の債務者区分が、例えば「要注意先」→「正常先」のように上位区分に変更になることを
いいます。


